
 
 
 
 
 

 
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

最終更新日：2024年11月８日 

株式会社 ゲオホールディングス 
代表取締役社長執行役員 遠藤 結蔵

問合せ先：問合せ先：052-350-5711 

証券コード：2681 

https://www.geonet.co.jp/ 

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

「基本的な考え方」 

株式会社ゲオホールディングス（以下、当社）は、「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」を企業理念とし、お客様の日常の暮らしに対
して「身近に広がる豊かさ楽しさ」を実感していただくためのサービスの提供を追求しております。 

当社は、企業価値の最大化を図るため、激変する経営環境に迅速かつ的確に対応するとともに、取締役会・監査等委員会体制を更に強化
し、経営内容の透明性の向上、法令遵守の徹底を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 

「基本方針」 

（１）当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、株主を含むステークホルダーとの協働が不可欠であるとの認識のもと、

株主の権利が実質的に確保されるような適切な対応や株主の実質的な平等性の確保に努めるとともに、お客さま、従業員、地域社会を

はじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働にも努めてまいります。 

（２）当社は、非財務情報を含む適切な情報開示に努め、経営の透明性の確保を図るとともに、株主との建設的な対話の実施に努めてまいり

ます。 

（３）当社は、取締役会・監査等委員会体制を一層強化し、独立社外取締役を活用して、取締役会の責務の遂行に努めてまいります。 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

補充原則４－１－３ 

経営環境の変化が激しい中、当社の企業価値を最大限に高めるために、代表取締役である遠藤結蔵が最高経営責任者として当社を牽引して、当
社グループ全体の変革に取組んでいることから、現時点では、後継者に関する具体的な計画は有しておりません。 

後継者の育成については、長期的な展望の中で、社外取締役の意見を踏まえつつ、今後検討してまいります。 

補充原則４－１１－３ 

当社は、取締役会内外を問わず、取締役会の運営についても頻繁に忌憚のない意見交換を行ってきてはおりますが、取締役会全体の実効性の
分析・評価及びその開示については、今後検討してまいります。 

補充原則５－２－１ 

取締役会において中期経営計画を検討するとともに、進捗状況のモニタリングを行ない、必要に応じて適宜、中長期の事業戦略や方針、経営
計画の見直しを行なっております。一方、経営環境の変化が激しい中、迅速かつ的確な経営判断を行なうとともに、投資家に計画段階の不確定
情報を伝え、予断を与えることは避けるべきと考えており、公表を目的とした中期経営計画は現在作成しておりません。 

なお、対外的な公表も見据えた中期経営計画の作成につきましては、今後検討してまいります。 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

原則１－４ 

「政策保有株式の保有方針」 

原則として、純投資目的以外の目的で保有する株式（いわゆる政策保有株式）の新規または追加での取得・保有は行いません。但し、業務提
携を含めて取引関係の獲得・維持・向上を図る等合理的な理由があるものについては、取締役会での検証・承認を経て保有する場合はあります。 

また、現在保有している政策保有株式については、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有意義が
乏しいと判断した株式は保有を継続しないこととします。 

なお、当社がいわゆる政策保有株式として保有している上場株式については、有価証券報告書に、その全銘柄を記載しております。 

「議決権行使基準」 

議決権行使については、その議案が、当該株式を保有しているなかで、当社の中長期的なリターン等にマイナスの影響を与えることになる恐

れがないかどうか、を慎重に検証の上、賛否を判断し行使いたします。 

原則１－７ 

当社は、取締役個人・取締役が実質的に支配する法人及び主要株主との取引を行う場合には、取引毎に取締役会にて審議の上、承認を得るこ
ととしております。 

また、関連当事者間取引については、年次で調査を行うとともに、監査等委員会及び会計監査人が監査を実施しております。 

補充原則２－４－１ 

＜多様性確保についての考え方＞ 

当社は、日々の仕事を通じて豊かさや楽しさを感じられるとともに、多様な人々の価値観を認め合うことを重視し、国内外におけるダイバー
シティの推進に取り組んでおります。 
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特に、多様性の確保に向けた施策として、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画において、女性の管理職比率等を目標に掲げており、実
現に向けた育成及び環境整備を加速していきます。 

なお、管理職への登用に関しては、国籍・採用区分に関わらず、会社として期待される資質・能力・経験を有しており、意欲のある者を登用
すべきであるという考えのもと、外国人・中途採用者における管理職比率の目標値策定は行っておりません。 

＜自主的かつ測定可能な目標及び確保状況＞

女性管理職比率 

目標:30％ 達成時期:2030年３月 実績:7.3％（2024年３月） 

その他の指標につきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。 

ESGデータ https://www.geonet.co.jp/csr/esg/ 

＜人材育成方針＞ 

当社は、社会に貢献するスペシャリストの育成を目指し、複数領域の配転教育による経験学習を主軸とした計画的な人材育成を展開しており
ます。 

一人でも多く、豊かで楽しい日常の暮らしを支え、循環型社会を創造するスペシャリストを育成し、社会に貢献することを目標に、今後も持
続的成長を目指します。 

＜社内環境整備方針＞ 

当社では多様な人々の価値観を尊重し、従業員一人ひとりの個性が最大限発揮される環境づくりを推進すると共に、日々の仕事を通じて豊か
さや楽しさを感じられる会社であるよう、多様な働き方への取り組み及びサポート制度を導入しています。 

・女性従業員の活躍への取り組み 

・LGBTQへの取り組み 

・障がい者雇用への取り組み 

・健康経営の推進 

・ワーク・ライフ・バランスへの取り組み 

・生活をサポートする制度の整備 

・キャリア支援に関する取り組み 

具体的な取り組みにつきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

社会への取り組み  https://www.geonet.co.jp/csr/social/ 

原則２－６ 

当社は、コーポレートガバナンス・コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入していないた
め、アセットオーナーには該当しておりません。 

原則３－１ 

１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 

会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画につきましては、有価証券報告書の「第２【事業の状況】１【経営方針、経営環境

及び対処すべき課題等】」をご参照ください。 

有価証券報告書 https://www.geonet.co.jp/ir/library/assetsecurities/ 

２）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書「１．基本的な考え方」をご参照ください。今後と
も、コーポレートガバナンス・コードを踏まえた基本的な考え方や基本方針の整備・充実に努めてまいります。 

３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 

本報告書の「Ⅱ．１．【取締役報酬関係】報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 

４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 

当社では、取締役は、当社の企業理念、経営方針を尊重、実現するために、順法精神のもと、ひろく人格・見識に優れる人物であることとし
ています。 

その上で、社内外からの役員候補者の選解任方針を、次の基準を満たすものとし取締役会にて決定しております。 

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者選任基準 

当社の取締役は、社内外から、以下の基準を満たす人物を選任する。 

（１）人格・見識に優れ、順法精神に富んでいること 

（２）豊富な業務上の専門知識及び経験を有すること 

（３）経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること 

（４）社内外の複数の部門、事業の部門責任者、執行役員、関連会社取締役等を経験していること 

（５）役員定年内規に抵触しないこと 

２．社外取締役に特有の選任基準 

（１）出身分野における豊富な知識及び経験を有すること 

（２）東証などの基準に基づく、社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと 

３．監査等委員である取締役候補者選任基準 

当社の監査等委員である取締役は、社内外から、以下の基準を満たす人物を選任する。 

（１）人格・見識に優れ、順法精神に富んでいること 

（２）経営監督の能力に優れていること 

（３）出身分野における豊富な知識及び経験を有すること 

４．解任提案基準 

以下の基準に一つでも該当した場合、解任提案の対象とします。 

（１）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められること 

（２）法令もしくは定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせたこと 

（３）職務執行に著しい支障が生じたこと 

（４）選任基準の各要件を欠くことが明らかになったこと 

５）取締役会が上記４）を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明 



当社では、取締役は、当社の企業理念、経営方針を尊重、実現するために、順法精神のもと、ひろく人格・見識に優れる人物であることとし
ています。 

・遠藤結蔵 

当社入社以来店長、エリアマネージャーなどの店舗運営の責任者から、当社の社長室、総務担当取締役、関連会社の代表取締役及び当社の代
表取締役をつとめ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、経営陣としてリーダーシップを発揮してきたことから、取締役として適任
であると判断し、選任いたしました。 

・吉川恭史 

当社入社以来第１号店の店長から、購買・流通・店舗運営の責任者として、取締役、代表取締役を経験し、当社事業分野における豊富な経験
と幅広い見識を有し、経営陣としてリーダーシップを発揮してきたことから、取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 

・小坂雅章 

他社における経営指導責任者及び営業責任者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、経営陣としてリーダーシップを発揮してきたことか
ら、取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 

・久保幸司 

当社入社以来リユースショップ運営部門、開発部門の責任者をつとめ、海外事業部門を管掌する等、豊富な経験と幅広い見識を有し、リーダ
ーシップを発揮してきました。また、近年はセカンドストリートの海外展開を牽引し、今後更なるリユースの深耕、及び海外事業の拡大、推進
を進める中で、取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 

・今井則幸 

当社入社以来メディアショップ運営部門、社長室、人事管理部門の責任者をつとめ、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、リ
ーダーシップを発揮してきたことから、取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 

・村上幸正 

他社での経理・財務の責任者としての豊富な経験と、国際金融に関する幅広い見識を有し、当社グループ全体の金融、経理（会計）、財務、管
理等の部門を管掌し、リーダーシップを発揮してきたとから、取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 

・荻野恒久 

会計・税務の専門家としての長年の経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監
督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢献してきたことか
ら、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 

・安田加奈 

会計・税務の専門家としての長年の経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監
督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢献してきたことか
ら、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 

・堀江容子 

会計・税務の専門家としての海外駐在を含む経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務
執行の監督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、社外取締役として適任であると判断し、選任いたし
ました。 

・笹野和雄 

金融機関における豊富なキャリアと専門知識を有しており、また当社入社以来、財務部長、常務取締役を、2008年６月から当社常勤監査役を
務め、当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任

いたしました。 

・小宮山太 

会計・税務の専門家としての経験及び幅広い見識を有し、当社の経営判断・執行に客観的、中立的な立場で監査・監督、助言が期待できるこ
とから監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 

・太田裕之 

警察庁の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営判断・執行に客観的、中立的な立場で監査・監督、助言が期待できる
ことから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。 

補充原則３－１－３ 

当社は、サステナビリティに関する考え方及び取組みについては、当社ホームページ及び有価証券報告書で開示しております。 

また、当社グループでは、気候変動問題を事業に影響をもたらす重要課題のひとつと捉え、グループ全体で気候変動対策に積極的に取り組ん

でおります。 

詳細につきましては、当社ホームページ及び有価証券報告書をご参照下さい。

人的資本  https://www.geonet.co.jp/csr/esg/ 

TCFD提言に基づく情報開示 https://www.geonet.co.jp/pdf/2024/20240328_TCFD.pdf 

有価証券報告書 https://www.geonet.co.jp/ir/library/assetsecurities/ 

補充原則４－１－１ 

当社は、取締役会規程並びに組織権限規程(及び職務権限基準表）にて、決裁、審議、承認等に関する権限を明確に定めています。 

当社取締役会では、法令及び定款に定められた事項、経営方針の設定、Ｍ＆Ａ、組織再編、重要な資産の取得・処分、株式及び社債の発行等
に関する事項等の当社及び当社グループ会社の重要事項を決定しております。 

また、金額や取引内容等に応じて、経営陣(業務執行取締役や執行役員)のほか、幹部従業員にその判断や決定を委任しております。 

原則４－９ 

当社は、会社法及び東京証券取引所が定める要件・基準に従い、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりま
す。 



補充原則４－１０－１ 

当社は独立社外取締役が、2024年６月現在12名中５名であり、取締役会の過半数に達しておりませんが、当社は2024年６月に、委員の過半数

を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役会の諮問に応じて、監査等委員を除く取締役候補

を選考することに加え、候補者選考の方針・基準等の改定案のほか、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬に関する方針・基準等
を審議し答申をいたします。 

また取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬について代表取締役にその決定を委任しますが、代表取締役はそ
の決定にあたり、指名・報酬委員会に諮り、その意見を尊重するものとしております。 

補充原則４－１１－１ 

当社の取締役会は、経歴、実績、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案の上選任された、社外取締役５名を含む取締役12名（内女性
２名）で構成されております。 

当社は、変化の激しい経営環境へ適時適切に対応するには、経営判断と業務執行を一体化して運営することが望ましいと考え、当社事業分野
における豊富な経験と幅広い見識を有する社内取締役を中心に構成するマネジメント体制を採用しております。 

取締役候補の指名にあたっては、知識・経験・能力の観点から、当社の取締役として十分な資質があると判断した人材について、国籍や人
種、性別を問わず選任する方針です。 

各取締役の専門性と経験等を一覧化したスキル・マトリックスについては、本報告書に記載しております。 

補充原則４－１１－２ 

当社は、取締役の他の上場会社の役員の兼任状況を、株主総会招集通知、有価証券報告書等に、開示しております。 

現在は、社外取締役５名の内２名が、他の上場会社で役員を兼任しており、その内１名は、１社で社外監査役及び他の上場会社３社で社外取
締役（内１社は監査等委員である取締役）に就任しており、もう１名は、１社で社外取締役（監査等委員である取締役）に就任しております。 

補充原則４－１４－２ 

当社では、取締役に加え、執行役員も対象としたコンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、リスク管理等に関する研修を年１回実施し
ております。 

また、各人が希望する外部セミナーへの会社負担で参加し、必要な知識の習得等を行っております。 

原則５－１ 

当社は、ＩＲ担当部署を設置し、株主や投資家との実際の対話（面談）の窓口として、合理的な範囲で前向きに対応しております。建設的な
対話を促進するための体制整備・取組みに関する具体的な方針は以下の通りです。 

１）当社では、ＩＲ部門を管掌する執行役員が統括するとともに、他の経営陣や経営戦略部門のほか関連する他部署との情報共有を密にする
ことで連携を強化し、建設的な対話に資するように努めております。 

２）当社では、年２回（本決算及び上期決算）の決算説明会の開催のほか、適宜、個人投資家向けセミナーや、東京証券取引所主催のＩＲフ
ェアへの参加に努めております。 

３）対話によって把握した株主等の意見等については、管掌取締役への報告や関連他部署との情報共有だけでなく、必要に応じ、取締役会へ
報告を行い、他の経営陣・取締役との情報共有を図っております。 

４）対話に際しては、テーマに留意し、インサイダー情報となる未公表の重要情報の取り扱いには十分留意しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】 

当社は、ＲＯＥの当面のターゲットを８％と設定しております。当社の取締役会において、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現を
図るため、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について議論を継続しております。具体的な内容・方針が決定次第、開示する
予定でございます。 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10%以上20%未満 

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％） 

株式会社城蔵屋 14,097,900 35.50

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,571,600 8.99

常興薬品株式会社 1,782,900 4.48

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,390,900 3.50

ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／２Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＦＩＭ／ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ ＦＵＮＤＳ／ 

ＵＣＩＴＳ ＡＳＳＥＴＳ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 
730,000 1.83

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストデ
ィ銀行 671,200 1.69

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（リテール信託口８２００７９２７６） 600,000 1.51

遠藤 結蔵 540,000 1.35

ＢＢＨ ＢＯＳＴＯＮ ＦＯＲ ＮＯＭＵＲＡ ＪＡＰＡＮ ＳＭＡＬＬＥＲ ＣＡＰＩＴＡＬＩＺＡＴＩＯＮ ＦＵＮＤ ６２０

０６５（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 

367,200 0.92

野村證券株式会社 356,321 0.89

支配株主（親会社を除く）の有無 ――― 



親会社の有無 なし 

――― 

３．企業属性 

上場取引所及び市場区分 東京 プライム 

決算期 3 月 

業種 小売業 

直前事業年度末における（連結）従業員
数 

1000人以上 

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

――― 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

――― 

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査等委員会設置会社 

【取締役関係】 

定款上の取締役の員数 20 名 

定款上の取締役の任期 1 年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 12 名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 5 名 

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数 

5 名 

補足説明 

会社との関係(1) 



氏名 属性 
会社との関係(※) 

a b c d e f g h i j k 

荻野 恒久 公認会計士 

安田 加奈 公認会計士 

堀江 容子 公認会計士 

小宮山 太 公認会計士 

太田 裕之 その他 

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者 

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

k その他 

氏名 
監査等 
委員 

独立 
役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

荻野 恒久 ○ ―――

荻野氏は、会計・税務の専門家としての長年
の経験、知見等により、客観的かつ専門的な 視
点から、当社取締役会の意思決定及び取締役
の職務執行の監督等、社外取締役として期待さ
れる役割を十分に発揮することができる者であ
り、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢
献してきたことから、社外取締役に選任しており
ます。 

また、当社との間に特別な利害関係がなく、
一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと

から、独立役員に指定しております。 

安田 加奈 ○ ―――

安田氏は、会計・税務の専門家としての長年
の経験、知見等により、客観的かつ専門的な視
点から、当社取締役会の意思決定及び取締役
の職務執行の監督等、社外取締役として期待さ
れる役割を十分に発揮することができる者であ
り、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢
献してきたことから、社外取締役に選任しており
ます。 

また、当社との間に特別な利害関係がなく、

一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと
から、独立役員に指定しております。 

堀江 容子 ○ ―――

堀江氏は、会計・税務の専門家としての海外

駐在を含む経験、知見等により、客観的かつ専
門的な視点から、当社取締役会の意思決定及

び取締役の職務執行の監督等、社外取締役と

して期待される役割を十分に発揮することがで
きる者であり、社外取締役として適任であると判

断し、社外取締役に選任しております。 
また、当社との間に特別な利害関係がなく、

一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと
から、独立役員に指定しております。 

小宮山 太 ○ ○ ――― 

小宮山氏は、会計・税務の専門家としての経
験及び幅広い見識を有し、当社の経営判断・執
行に客観的、中立的な立場で監査・監督、助言
が期待できることから監査等委員である社外取
締役として適任であると判断し、監査等委員であ
る社外取締役に選任しております。 

また、当社との間に特別な利害関係がなく、

一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと 

から、独立役員に指定しております。 

会社との関係(2) 



太田 裕之 ○ ○ ――― 

太田氏は、警察庁の要職を歴任された豊富
な経験と幅広い見識を有し、当社の経営判断・
執行に客観的、中立的な立場で監査・監督、助
言が期待できることから、監査等委員である社
外取締役として適任であると判断し、監査等委
員である社外取締役に選任しております。 

また、当社との間に特別な利害関係がなく、

一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと
から、独立役員に指定しております。 

【監査等委員会】 

全委員（名） 常勤委員（名） 
社内取締役 

（名） 

社外取締役 

（名） 
委員長（議長） 

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役 

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無 あり 

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人として、常勤監査等委員を１名設置し、監査等委員会との協議の上、法務部
門から監査等委員会補助者を１名選任しております。 

なお、当該取締役及び使用人の独立性を確保するため、当該取締役及び使用人の人員の異動・人事評価については、監査等委員会の意見
を尊重すること、また監査等委員会が監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に指示した補助業務については、監査等委員会の
指示のみに服するものとしております。 

監査等委員会は、会計監査人と年６回の定期的な会合を持ち、意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めております。また監査
等委員会は、内部監査部門との連携状況におきましても監査計画の調整、監査報告の交換等、常に内部統制室との情報交換を図っておりま
す。 

【任意の委員会】 

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無 あり 

委員会の名称 全委員（名） 
常勤委員 

（名） 

社内取締役 

（名） 

社外取締役 

（名） 

社外有識者 

（名） 
その他（名） 

委員長（議
長） 

指名委員会に相当
する任意の委員会 

指名・報酬諮問委員
会 

4 0 1 3 0 0 
社内取
締役 

報酬委員会に相当
する任意の委員会 

指名・報酬諮問委員
会 

4 0 1 3 0 0 
社内取
締役 

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する目的
で指名・報酬諮問委員会を設置しております。 

委員構成及び議長の属性 

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性 

補足説明 



・指名・報酬諮問委員会の役員指名に関する役割

取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、役付取締役の選定・解職、業務執行取締役の職務分担に係る原案、及び後継者計画に関
する事項等についての審議及び答申等

・指名・報酬委員会の役員報酬に関する役割

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する株主総会議案の原案、取締役の個人別の報酬等の決定方針等の審議及び答
申、取締役の個人別の報酬等の内容等についての審議及び提言等

【独立役員関係】 

独立役員の人数 5 名 

――― 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況 

ストックオプション制度の導入 

（１）2009年６月26日開催当社定時株主総会決議に基づき、当社取締役と執行役員（株式報酬型） 

（２）2019年６月25日開催当社定時株主総会決議に基づき、当社及び当社関係会社の取締役並びに従業員 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 

会社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として付与しております。 

【取締役報酬関係】 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない 

2024年３月期におきまして、当社の役員報酬の内容は以下のとおりです。

取締役（社外取締役を除く）160百万円６名 

監査役（社外監査役を除く） 15百万円２名

社外取締役 12百万円２名 

社外監査役 ８百万円２名 

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無 あり 

その他独立役員に関する事項 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 



役員報酬については、取締役（監査等委員であるものを除く。）と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総枠を取締役（監査等
委員であるものを除く。）は年額280百万円以内（うち社外取締役分は年額70百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含
みません。）、監査等委員である取締役は年額70百万円以内として、2024年６月27日開催の第36期定時株主総会において決議しております。 

また、2024年６月27日開催の取締役会において、取締役（監査等委員であるものを除く）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決
議しております。 

取締役（監査等委員であるものを除く）の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。 

ａ．基本報酬に関する方針 

月例の固定報酬として、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準などを総合的に勘案して決定しま

す。 

ｂ．業績連動報酬等に関する方針 

事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、社外取締役を除く取締役に対し、業績指標を反映した現金報酬として、定時株 

主総会の承認を得られることを条件として、前連結会計年度の当期純利益の概ね0.5％を目安に支給することができるものとします。 

ｃ．非金銭報酬等に関する方針 

中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして、社外取締役を除く取締役に対し、株式報酬型ストック・オプション（１株

あたりの権利行使価格を１円とする新株予約権）を付与することができるものとします。 

ｄ．報酬等の割合に関する方針 

株式報酬は、基本報酬の50％に相当する額を上限とします。賞与については、基本報酬に対する割合を定めず、各連結会計年度の当期

純利益に対して概ね0.5％を目安に支給することができるものとします。 

なお、報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態の報酬水準を踏まえ、取締役会において毎年検討を
行い、必要に応じて設定・変更するものとします。 

ｅ．報酬等の決定の委任に関する事項 

取締役の個人別報酬については、基本報酬の額、業績連動賞与の配分、株式報酬の付与数につき、代表取締役社長にその決定を委任し
ます。ただし、代表取締役社長は、その決定にあたり、社外役員を含む任意の指名・報酬諮問委員会に諮り、その意見を尊重するもの
とします。 

【社外取締役のサポート体制】 

現在、社外取締役の職務を補助する専従スタッフを置いておりませんが、法務部門が取締役会の事務局業務を担当し、取締役会用資料の
事前配布等、必要なサポートを行っております。 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

当社は、2024年６月27日の株主総会において、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガ

バナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。 

当社の取締役会は、法令、定款に定められた事項、経営に関する事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を監視しております。当社
の取締役は12名（監査等委員である取締役３名含む）、内５名が社外取締役（監査等委員である社外取締役２名含む）であります。 

また、取締役会が決定した経営方針に基づき、経営効率の向上及び業務執行機能の強化を図る為、執行役員制度を導入しております。企
業経営における業務執行機能と業務監督機能を分離し、取締役と執行役員の機能及び責任を明確にすることにより、ガバナンス機能を強化
しております。 

報酬決定等の機能におきましては、株主総会にて取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員及び監査等委員である取締役全員の報
酬限度額が決まっており、この点で株主の監視が働くしくみとなっております。取締役の個人別報酬については、代表取締役社長にその決
定を委任します。ただし、代表取締役社長は、その決定にあたり、社外役員を含む任意の指名・報酬諮問委員会に諮り、その意見を尊重す

るものとします。 

常勤監査等委員及び社外監査等委員の報酬等は、常勤・非常勤の別、監査業務内容等を考慮し、監査等委員会において、各監査等委員が
受ける報酬の額を定めております。 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、現在社外取締役を５名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、外部的視点からの業務執行に対する監督機能
等を想定しております。当社は、一定の独立性を有する社外の有識者を社外取締役として選任し、業務執行を公正かつ適正に監督する体制
をとっております。 

現在、当社の監査等委員会は３名で構成されており、うち社内監査等委員１名、社外監査等委員２名であります。各監査等委員は、常勤
監査等委員（社内監査等委員）が中心となり、取締役会に出席し、客観的立場から取締役の職務執行を監視できる体制となっております。 

外部的な視点からの社外役員によるチェックという観点から社外取締役がその役割を全うすることにより、経営監視体制として十分に監
督機能を果たすことが可能であるため、現状の体制を選択しております。 

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

補足説明 

電磁的方法による議決権の行使 
ＰＣ及びスマートフォンなどの機器を用いてインターネットを通じた電磁式方法よ
る議決権の行使を実施しております。 



議決権電子行使プラットフォームへの
参加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み 

機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを採用しております。 

招集通知（要約）の英文での提供 日本語の招集通知と共に英文の招集通知（要約）を同時に開示しております。 

２．ＩＲに関する活動状況 

補足説明 

代表者
自身に
よる説
明の有
無 

ディスクロージャーポリシーの作成・

公表 

当社ホームページ（https://www.geonet.co.jp/ir/library/irpolicy/）
にて、記載しております。 

あり 
アナリスト・機関投資家向けに定期的
説明会を開催 

半期毎に決算説明会を実施しております。 

IR資料のホームページ掲載 
当社ホームページ（https://www.geonet.co.jp/）にて、決算情報・適時
開示資料等を掲載しております。 

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ部門に設置しております。 

その他 
北米、欧州、アジアの海外機関投資家向けに年数回程度、面談及び電話会
議を実施しております。 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明 

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定 

「行動基準」にて、ステークホルダーへの尊重について規定しております。 

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 
環境問題の重要性を認識し、「行動基準」にて、環境問題に積極的に取り組むことを
規定しております。また、ＣＳＲ活動につきましては、地域の青少年育成への協力
として、少年野球大会を後援するなどの取り組みを行っております。 

ステークホルダーに対する情報提供
に係る方針等の策定 

「行動基準」及び「ＩＲポリシー」にて、迅速、正確かつ公平に開示することを規定
し、より多くのステークホルダーに対し、情報提供ができるよう、当社ホームペー
ジにてＩＲ資料を公表しております。 

その他 
当グループでは、女性の視点を店舗運営に活かすため、多くの女性スタッフが活躍し

ております。また、役員の女性登用状況は、取締役12名のうち２名を登用しており

ます。 

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

①取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
１）取締役・従業員が法令・定款に適合し、社会的責任を果たす行動ができるように、企業倫理規程を制定し、コンプライアンス部門担

当取締役を統括責任者とし、当社及び当社子会社の全役員・従業員にコンプライアンスの周知・徹底を図る。 

２）コンプライアンスの状況については、監査部門に内部監査をさせ、取締役・監査等委員会に報告せしめる。

３）コンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとしていることに気づいた場合、当社及び当社子会社従業員が直接、社内通報

窓口又は社外通報窓口に通報するように内部通報制度規程に定め、周知を図る。 

②損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１）想定しうるリスクに備えるため、リスク管理規程を制定するとともに、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスクを把

握・評価し、対策を決定する。 

２）危機が発生した場合は、リスク管理規程に基づき、危機管理対策本部を設置し、損害を最小限に止める体制を整備する。 

③取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

１）取締役会を毎月１回、定期的に開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催するとともに、事前に、会議において議論を行い、



取締役会で審議・決定する。 

２）取締役会決議・組織権限規程により、取締役の担当業務と職務権限を明確にする。

３）中期経営計画・年度経営計画により全社的な目標を設定し、各部門はその目標達成のために具体的な部門目標を設定する。

④取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、法令・定款・社内規程に基づき、適切に、かつ検索性の高い方法で保存・管理する。 

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

１）子会社の統括管理を経営管理部門が行い、各部門は担当業務に応じた管理を行う。

２）主要子会社（非連結子会社を除く）における取締役・監査役は当社から派遣し、子会社の業務執行状況を監督・監査する。

３）子会社は、当社との連携を保ちながら、自社の事業規模・特性を踏まえ、自ら内部統制システムを整備する。

４）当社は事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図るため、経営管理部門より月１回、子会社（非連結子会社を除く）に対し重要

事項の報告を求め、その内容を確認する。また、報告事項のうち、特に重要性の高い事項については当社基準により当社取締役会に

報告等を行い、当社においても審議を行う。 

５）子会社において重要なリスク事象が顕在化した場合は、リスク管理規程に基づき対策本部を設置するなどの対応を行い、各社のリス

ク管理対応組織はその対応状況について、当社リスク管理委員長に報告する。 

６）海外子会社についても、当該国の法令規則並びに商習慣等の遵守を優先させつつ、可能な範囲で本方針に準じた体制の整備に努め

る。 

⑥監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項、当該取締

役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等

委員会の指示の実効性の確保に関する事項 

１）監査等委員会から職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求められた場合、監査等委員会と協議の上、必要な人員を配置す

る。当該取締役及び使用人の人員の異動・人事評価については、監査等委員会の意見を尊重する。 

２）監査等委員会が監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に指示した補助業務については、監査等委員会の指示のみに服す

る。 

⑦当社及び当社子会社の取締役及び使用人並びに当社子会社の監査役が監査等委員会に報告をするための体制並びに報告をした者が当該報

告したことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保する体制 

１）当社及び当社子会社の取締役及び従業員並びに当社子会社の監査役は、当社又は子会社に重大な影響を与える事項及び監査等委員会

が報告すべきものと定めた事項について、監査等委員会に報告する。また、監査等委員会は必要な都度、当社及び当社子会社の取締

役・従業員並びに当社子会社の監査役に対し、報告を求める。 

２）当社及び当社子会社は、前項の報告を行った者に対し、当該報告を理由として、不利な取り扱いを行わないものとする。

⑧監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該業務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関

わる方針に関する事項 

当社は、監査等委員がその職務の執行に伴い、当社に対し費用の請求をした場合、当該請求が監査等委員会の職務執行に必要ではない
と認められた場合を除き、当該請求を処理する。 

⑨その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１）代表取締役と監査等委員会との定期的な意見交換会の開催、また監査部門との連携により、適切な意思疎通と効果的な監査を図るた

めの体制を確保する。

２）会計監査人と監査等委員会との定期的な会合を開催し、意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求める機会を設ける。

⑩財務報告の信頼性を確保するための体制 
金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を行い、財務報告の信頼性

と適正性を確保する。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社グループは、公正な経営を実現するため、企業倫理規程において「行動基準」を制定し、役員、従業員に法令遵守・企業倫理の徹底
を図っており、反社会的勢力に対する姿勢について以下のとおり掲げております。 

〔行動基準・抜粋〕 

反社会的勢力には毅然とした態度で臨みます。 

社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体とは毅然とした態度で臨みます。 

不当な要求があった場合は、社内に設けた対応担当部署に情報を集約し、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携して速やかに適切
な対応を行います。 

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無 

買収防衛策の導入の有無 なし 

――― 

該当項目に関する補足説明 



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】 

当社は、株主・投資家に対して当社グループに対する理解を促進し、適正な評価に資するため、金融商品取引法及び東京証券取引所の定

める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に沿って、情報開示を行っております。 

重要事項の情報開示に関しては、重要事項の取締役会決議後、重要事実の発生事実をＩＲ部門にて確認後、決算に関する情報他について
は経理部門・法務部門より取締役会の承認後、情報開示担当執行役員の承認を得て、ＩＲ部門が適時開示を行っております。 



コーポレート・ガバナンス体制（模式図） 
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各取締役のスキル・マトリックス 

氏 名 

経営：企業経営 営業：営業・マーケティング 財務：財務・M＆A ＩＴ：ＩＴ・デジタル 

法務・リスクマネジメン
労務：労務・人事・人材開発 法務： 

ト 
グローバル経

国際： 
験 

コンプライア
コン：

ンス 

サステナビリティ推
サス： 

進 

性 別 専 門 性 

男 女 経営 営業 財務 ＩＴ 労務 法務 国際 コン サス 

取締役 

えんどう ゆうぞう 

遠藤 結蔵 ○ ● ● ● ● ● 

よしかわ やす し 

吉川 恭史 ○ ● ● ● ● ● ● 

こ さか まさあき 

小坂 雅章 ○ ● ● ● ● ● ● 

く ぼ こう じ 

久保 幸司 ○ ● ● ● ● ● 

いま い のりゆき 

今井 則幸 ○ ● ● ● ● ● 

むらかみ ゆきまさ 

村上 幸正 ○ ● ● ● 

おぎ の つねひさ 

荻野 恒久 
社外 

○ ● ● ● ● 
独立 

やす だ か な 

安田 加奈 
社外 

○ ● ● ● 
独立 

ほり え よう こ 

堀江 容子 
社外 

○ ● ● ● 
独立 

取締役 
(監査等委

員) 

ささ の かず お 

笹野 和雄 ○ ● ● ● 

こ み やま ふとし 

小宮山  太 
社外 

○ ● ● ● 
独立 

おお た ひろゆき 

太田 裕之 
社外 

○ ● ● ● 
独立 


